
福島町立学校職員の在宅勤務実施要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、福島町立職員及び町立学校に勤務する町職員(会計年度

任用職員を含む。以下「職員」という。)の在宅勤務(以下「在宅勤務」と

いう。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 在宅勤務の実施に係る基本的な考え方として、職員の希望・申請を前提

として職務命令により実施することを原則としつつ、校務運営上の支障が

ない限りにおいては、職員の希望に応じて在宅勤務を可能とする。 

(定義) 

第２条 この要領において、在宅勤務とは、次に掲げる場所(以下「自宅等」

という。)において、学校と同等の勤務環境を確保し、学校における勤務と

同等の職務を遂行する業務形態のことをいう。 

(１) 職員の自宅(異動に伴い転居した場合は、異動前に居住していた住宅

(職員が所有又は占有しているものに限る。)を含む。) 

(２) 配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅 

(実施期間) 

第３条 在宅勤務の実施期間は、長期休業期間(福島町立学校管理規則(昭和

51年教育委員会規則第3号)第23条第1項第5号、第6号及び第3項に定める休

業日)とする。 

(実施日数) 

第４条 連続して正規の勤務時間の全部を在宅勤務できる日数は原則として

5日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、校長が認める場合には、連続する在宅勤務の

日数を延長することができる。 

(勤務命令) 

第５条 在宅勤務の実施を希望する職員は、原則として在宅勤務を実施しよ

うとする日の前日(校務の運営に支障がないと校長が認める場合は、在宅勤

務を実施しようとする当日)までに、在宅勤務(申請・変更申請・取消申請)

簿兼命令簿(別記様式1)(以下「申請簿」という。)により校長に申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、連続する2以上の月にわたる計画的な在宅勤務

の実施を希望する職員は、前項による申請に加え、当該在宅勤務を実施し

ようとする日の初日の1週間前までに、在宅勤務計画書兼在宅勤務等手当支

給調書(別紙1)(以下「計画書」という。)を校長に提出しなければならない。 

(在宅勤務の命令) 

第６条 前条の申請を受けた校長は、次の各号に掲げる事項及び校務への影

響等を総合的に勘案し、在宅勤務の実施が校務の運営に支障がないと認め

る場合には、在宅勤務を命ずるものとする。 

(１) 学校と同等の勤務環境を確保できる場所であること。 

(２) 職務に専念できる場所であること。 

(３) 在宅勤務で実施することができる業務であること。 

(４) 業務体制や職員の特性上、在宅勤務の実施に支障がないこと。 



２ 校長は、前条第2項の規定により申請された在宅勤務を命じたときは、当

該勤務を命じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その

日の属する月)から当該勤務を終了する日の属する月の各月の初日までに、

在宅勤務を命じた日、在宅勤務の計画日数及び実績日数等を記載した計画

書(職員から提出された計画書の一部を変更し又は取り消して命じた場合

は、当該変更又は取消しが反映されたもの)を北海道教育庁教職員事務課に

提出するものとする。 

(命令の変更及び取消し) 

第７条 職員は、前条の規定により命ぜられた在宅勤務の一部又は全部を変

更し又は取り消す場合は、申請簿により校長に申請しなければならない。 

２ 校長は、業務の状況その他の事由により特に必要があるときは、在宅勤

務の命令の一部又は全部を変更し又は取り消すことができる。この場合に

おける命令の取消しは、特に緊急性の高い業務に職場で従事させる必要が

ある場合を除き、原則としてその取消しを行う日の前日までに、在宅勤務

(変更・取消)通知書(別記様式2)(以下「通知書」という。)により当該職員

に通知しなければならない。 

３ 校長は、前項のほか次の各号に掲げる事由に該当する場合は、在宅勤務

の命令を取り消すものとし、通知書により当該職員に通知しなければなら

ない。 

(１) 情報セキユリティの確保が十分でないと判断する場合 

(２) 勤怠管理が適切に行われていないと認める場合 

(３) この要領その他関係する法令等に違反する事実が判明した場合 

(職員の希望によらない例外的な取扱い) 

第８条 第3条及び第5条の規定にかかわらず、校長は、感染症の拡大防止又

は災害時の業務継続など、緊急時や出勤が困難と考えられる特別な事情が

ある場合又は妊娠中の職員が保健指導・健康診査を受けた結果、主治医や

助産師から在宅勤務をするよう指導を受けた場合には、職員に対し必要な

期間、在宅勤務の実施を命ずることができる。 

２ 前項の規定により在宅勤務を命ずる場合の手続は、第5条に準じる。 

(勤務時間) 

第９条 在宅勤務を実施する職員(以下「実施職員」という。)の勤務時間は、

福島町立学校管理規則(昭和51年教育委員会規則第3号)第28条第2項で校長

が定めた勤務時間とする。 

２ 校長は、職員の希望に応じて勤務時間の一部について在宅勤務を命ずる

ことができる。 

３ 校長は、原則として実施職員に時間外勤務を命じないものとする。また、

教育職員に在宅勤務を命ずる場合は、職員の健康及び福祉の確保を図る観

点から時間外在校等時間が生ずることのないよう留意するものとする。 

(年次有給休暇等) 

第10条 実施職員は、勤務時間中に私用のため勤務を一時中断する場合にお

いては、あらかじめ年次有給休暇等の承認を得なければならない。 

 

 



(職務専念義務) 

第11条 実施職員は、在宅勤務を実施する日の勤務時間(休憩時間を除く。)

においても、職務専念義務が課せられていることを十分認識し、職務に専

念するものとする。 

(業務の実施報告及び業務確認) 

第12条 実施職員は、勤務の開始及び終了について、電話又は電子メール等

により、校長に報告しなければならない。 

２ 実施職員は、業務の必要に応じ、適宜、電話又は電子メール等により、

校長に業務の実施状況を報告しなければならない。 

３ 実施職員は、在宅勤務において、事故等の不測の事態が生じた場合には、

速やかに校長に報告しなければならない。 

４ 校長は、実施職員の勤務の状況及び成果物等について適切な方法により

確認を行うものとする。 

５ 実施職員は、在宅勤務を実施した直後の出勤日に、在宅勤務実施報告書

(別記様式3)により校長に報告しなければならない。 

(在宅勤務等手当の支給) 

第13条 在宅勤務を命ぜられた職員で、次の各号を満たす場合においては、

北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)第10条の

2の6の規定による在宅勤務等手当を支給する。 

(１) 在宅勤務を命ぜられた期間が3箇月以上である場合 

(２) 正規の勤務時間(休憩等により勤務しない時間を除く。)の全部を在

宅勤務する日が、1箇月当たり、平均10日を超えて命ぜられた場合 

(通勤手当の改定) 

第14条 計画的に在宅勤務を行う予定がある職員で通勤所要回数が2箇月以

上継続して少ないことが見込まれる職員の通勤手当については、交代制勤

務に従事する職員にならつて通勤手当を改定するものとする。 

(経費の負担) 

第15条 在宅勤務の実施に伴つて発生する光熱・水道費その他の経費は、実

施職員が負担する。 

(個人情報の取扱い) 

第16条 個人情報等を含む業務を行う場合は、家族を含め第三者に業務の情

報が漏えいすることのないよう、細心の注意を払うものとする。 

(文書の持ち帰り) 

第17条 実施職員は、校長の許可を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の

文書を自宅等に持ち帰ることができる。なお、持ち帰つた文書については

紛失等がないよう実施職員の責任で適正に管理し、在宅勤務を実施した直

後の出勤日に速やかに現場に返却するものとする。 

(情報セキユリティの確保) 

第18条 実施職員は、職場のパソコンを自宅に持ち帰ることはできない。 

２ 実施職員は、情報資産に関する障害及び事故が発生した場合には、速や

かに校長に報告するものとする。 

３ 校長は、前項の規定により実施職員から報告を受けた場合には、速やか

に教育委員会へ報告するものとする。 



(出勤簿の整理) 

第19条 在宅勤務日における出勤簿の整理用語は、「在宅勤務」とする。 

(その他) 

第20条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項

は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この要領は、令和6年12月1日から施行する。 

(新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における町

立学校職員等の在宅勤務実施要領の廃止) 

２ 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における町

立学校職員等の在宅勤務実施要領(令和2年教育長訓令第2号)は、廃止する。 



別記様式１                    

在宅勤務（申請・変更申請・取消申請)簿兼命令簿 

 
 

 

 

        
 

申請日     年  月  日 
 

 
 

・在宅勤務を次のとおり申請します。 

 

  

  ・ 月 日申請した在宅勤務を次のとおり変更します。    

    ・ 月 日申請した在宅勤務を全てを取り消します。    

所 属 名 福島町立     学校 

職   名   氏   名   

実施日・内容等 

実施月日 実施場所 
勤務時間 

業務内容 
(休憩時間) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

勤務環境の確認 在宅勤務場所は学校と同等の勤務環境が確保されている   □   

上記のとおり命令する。   校長印 印 

※申請、変更申請、取消申請の別を選択すること。                                                                 

※実施場所は自宅（職員自ら居住する住宅、異動に伴い転居した場合は異動前に居住していた住宅（職員が所

有又は占有しているものに限る。))、その配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅を記載すること。                                                                                                                                                                                                                                    

※自宅以外で実施する場合は所在地（市町村名）を記載すること。                                 

※在宅勤務場所が学校と同等の勤務環境が確保されていることを確認し、☑を付けること。                                                

※変更申請する場合（申請した在宅勤務の一部を取り消す場合を含む。）は変更後（一部取消後）の実施日・

内容等を記載すること。                                                       

※申請した在宅勤務の全てを取り消す場合は実施日・内容等の記載は必要ないこと。 

 



別記様式２                    

              年  月  日 

 （実施職員名）    様                

             （学校長名） 

在宅勤務（変更・取消)通知書 

 

 

 

                   
 

 

  

・先に命令した在宅勤務（ 月 日申請分）は次のとおり変更するので通知します。 

 ・先に命令した在宅勤務（ 月 日申請分）は全て取り消すので通知します。 

                      

実施日・内容等 

実施月日 実施場所 
勤務時間 

業務内容 
(休憩時間) 

月 日 
  

 ～  
  

（ ） (   ～  ) 

月 日 
  

 ～  
  

（ ） (   ～  ) 

月 日 
  

 ～  
  

（ ） (   ～  ) 

月 日 
  

 ～  
  

（ ） (   ～  ) 

月 日 
  

 ～  
  

（ ） (   ～  ) 

変更・取消理由   

※この様式は要領第７条第２項及び第３項により校長が在宅勤務を変更又は取り消す場合に作成し職員に通知

すること。                                                 

※変更、取消の別を選択すること。                                                                     

※実施場所は自宅（職員自ら居住する住宅、異動に伴い転居した場合は異動前に居住していた住宅（職員が所有

又は占有しているものに限る。））、その配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅を記載すること。                                                     

※自宅以外で実施する場合は所在地（市町村名）を記載すること。                                        

※変更通知する（申請のあった在宅勤務の一部の取消し通知をする場合を含む。）場合は、変更後（一部取消後）

の実施日・内容等を記載すること。                                                       

※申請した在宅勤務の全てを取り消す場合は実施日・内容等の記載は必要ないこと。 

 



別記様式３                    

在宅勤務実施報告書 

          報告日     年  月  日 

確認印 

校長                 

印                 

所 属 名 福島町立     学校 

職   名   氏   名   

実施日・内容等 

実施月日 実施場所 
勤務時間 

業務内容及び従事した時間 
(休憩時間) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

月 日 
  

～ 
  

（ ） (  ～  ) 

※実施場所は自宅（職員自ら居住する住宅、異動に伴い転居した場合は異動前に居住していた住宅

（職員が所有又は占有しているものに限る。)、その配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅

を記載すること。                                       

※自宅以外で実施する場合は所在地（市町村名）を記載すること。                                               

※業務内容ごとに業務に従事した時間を記載すること。 

 


